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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年９月２５日 １８時００分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市高後
こ う ご

埼北東方沖 

高後埼灯台から真方位０５３°約８６２ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.２′ 東経１２９°４０.６′） 

事故の概要 漁船第十恵比須
え び す

丸は、北東進中、また、プレジャーボート義
よし

丸は、

錨泊中、第十恵比須丸が義丸に衝突した。 

第十恵比須丸は、船首部船底外板の亀裂等を生じ、また、義丸は、

船尾部外板の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十恵比須丸、４.９トン 

ＮＳ３－５０５３３１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.３５ｍ（Lr）×２.６５ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５４.４６kＷ、平成６年３月２７日 

第２９２－３８６６０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 義丸、５トン未満 

２９２－３２３７１長崎、個人所有 

１１.０５ｍ（Lr）×２.２７ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５５.１６kＷ、昭和５２年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和４９年１１月１５日 

免許証交付日 平成２５年９月２０日 

          （平成３１年４月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５６年４月６日 

免許証交付日 平成２５年４月１２日 

          （平成３０年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首部船底外板に亀裂、左舷船首部錨台の破損等 

Ｂ 船尾部外板の圧壊、オーニングの曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期  

日没時刻：１８時１５分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２９年９月２５日１７時

３０分ごろ佐世保市俵ヶ浦
たわらがうら

の船だまりに向けて同市九十九
く じ ゅう く

島湾内のか

き養殖筏
いかだ

を出発し、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で航行した。 

船長Ａは、九十九島湾内から高後埼に至る間、操舵室の天窓を開

け、顔を出して操船に当たり、高後埼南方沖を左転する前に操舵席に

腰を掛け、俵ヶ浦の船だまりに向けて北東進する際、左舷側の陸岸と

の距離に注意しながら目視で操船に当たっていたが、前路に他船を認

めなかった。 

Ａ船は、高後埼北東方沖を北東進中、１８時００分ごろ船長Ａが船

首方至近にＢ船のオーニング（日よけ）を認めたものの、直後にＡ船

の船首部がＢ船の船尾部に衝突し、Ｂ船の後部甲板へ乗り上がった。 

船長Ａは、携帯電話で知人に連絡をするとともに、Ａ船を後進させ

てＢ船から離し、Ｂ船の右舷側に着けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りをする目的で、高後埼北東

方沖で船首を北東方に向け、船首側、船尾側の順で投錨し、錨泊を開

始した。 

船長Ｂは、船尾側の投錨を終えて船尾方を見た際、約５００ｍの距

離からＢ船に接近する知人の船であるＡ船を認めたものの、自分に話

をしに接近してきているのだろうと思っていた。 

船長Ｂは、引き続きＡ船を見ていたところ、減速する様子もなく接

近するＡ船に危険を感じ、Ａ船が約５０ｍの距離に接近したところで

左舷船尾側のブルワークに上り、オーニングの支柱につかまった。 

Ｂ船は、船長Ｂが左舷船尾側のブルワークに上って間もなく、Ａ船

がＢ船の船尾部に衝突してＢ船の後部甲板に乗り上がり、Ｂ船の船尾

部外板が圧壊し、船体が右舷側に傾斜して浸水した。 

Ｂ船は、Ａ船及び来援した船長Ａの知人の船に両舷から挟まれてロ

ープで固定され、横抱きの状態で俵ヶ浦の船だまりにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、本事故当時、約１３knの速力で航行をしており、その際、

船首が浮上し、船首方に死角が生じていた。 

船長Ａは、本事故当時、レーダーを０.２５海里レンジとして作動

させていた。 

船長Ａは、ふだんから、俵ヶ浦の船だまりに向けて北東進する際、

左舷側の陸岸との距離に注意しながら目視で操船に当たっていた。 



- 3 - 

船長Ａは、ふだん、Ｂ船が、本事故発生場所付近で釣りをしている

ことを認識しており、船首を振って死角を補う等の操船を行い、Ｂ船

を認めた際は、左右どちらかに回避して通過していたが、本事故当時

は、そのことが念頭になく操船していたと本事故後に思った。 

Ｂ船は、音響信号装置を装備しており、吹鳴スイッチが操舵スタン

ド内の右舷側に設置されていた。 

船長Ｂは、錨泊して釣りを行っているとき、Ｂ船に知人の船舶が接

近し、釣果について尋ねられる等、声を掛けられることがあった。 

船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、高後埼北東方沖を北東進中、船長Ａが、左舷側の陸岸との

距離に注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたが、レーダー画面の確認を十

分に行っておらず、また、船首が浮上した状態で航行し、前方に死角

が生じていたものの、死角を補う見張りを行っていなかったものと考

えられる。 

 船長Ｂは、ふだんから錨泊して釣りを行っている際、知人の船舶が

接近し、話をしに来ることがあったので、本事故当時もＡ船を確認し

た際に衝突の危険を感じることがなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船の速力が約１３knであったこと及び船長Ｂが危険を

感じた両船間の距離が約５０ｍであったことから、衝突までの時間が

約７秒であり、音響信号装置による注意喚起を行っても回避ができな

かったものと考えられる。 

原因 本事故は、高後埼北東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、左舷側の陸岸との距離に注意を向け、前方の見張りを

適切に行っていなかったため、Ｂ船に気付かずに航行し、Ａ船がＢ船

に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダー画面を確認する、船首を振って死角を補うなど、常時適

切な見張りを行うこと。 

 ・甲板上で活動をする際は、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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